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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチ操作を検出するタッチパネルを搭載した表示部に表示させる情報を処理する情報
処理部と、
　前記情報処理部を格納する本体部と、
　一端が前記本体部に接続され、他端が前記本体部の前記表示部が設けられる側と反対方
向に延びるように設けられ、当該電子機器が載置される載置面に接触して載置される底部
と、
　開口部を有し、一端が前記本体部に接続され、他端が前記底部の他端と接続される支持
部と、
　前記本体部の前記表示部が設けられる側と反対の面の前記支持部が接続される側に設け
られ、前記本体部内部の空気が排出される排気口と、
　前記反対の面の前記底部が接続される側に設けられ、外部の空気が吸気される吸気口と
を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記本体部は、前記表示部の少なくとも一部が突出するように前記表示部と組み合わせ
られることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記反対の面は、前記底部に対し、所定の角度を有して設けられることを特徴とする請
求項１または２に記載の電子機器。
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【請求項４】
　前記本体部は、前記反対の面に沿って、第１層の部品を配置し、前記第１層の部品に沿
って第２層の部品を配置することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電
子機器。
【請求項５】
　前記第２層の部品の固定部は、前記第１層の部品の固定部よりも外側に固定部が来るよ
うに設けられ、前記本体部に設けられた固定部に固定されることを特徴とする請求項４に
記載の電子機器。
【請求項６】
　前記支持部に沿って設けられ、前記排気口に向かって空気を排出するファンと、
　前記ファンから排出される空気が当たるように設けられるヒートシンクと
をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項７】
　情報処理装置であって、
　タッチ操作を検出するタッチパネルを搭載した表示部と、
　前記表示部に表示させる情報を処理する情報処理部と、
　前記情報処理部を格納する本体部と、
　一端が前記本体部に接続され、他端が前記本体部の前記表示部が設けられる側と反対方
向に延びるように設けられ、当該情報処理装置が載置される載置面に接触して載置される
底部と、
　開口部を有し、一端が前記本体部に接続され、他端が前記底部の他端と接続される支持
部と、
　前記本体部の前記表示部が設けられる側と反対の面の前記支持部が接続される側に設け
られ、前記本体部内部の空気が排出される排気口と、
　前記反対の面の前記底部が接続される側に設けられ、外部の空気が吸気される吸気口と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、電子機器および情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが利用するコンピュータ、携帯電話端末、携帯情報端末、タブレット端末等の電
子機器は、クレードル（置き台）に載置される。クレードルは、電子機器を載せて接続す
ることができ、電子機器本体と他の電子機器とをケーブルで接続してデータを同期させた
り、ファイルの送受信をしたり、本体を充電するのに使われる。また、クレードルは、Ｕ
ＳＢポートなどを備え、携帯端末にキーボードやモデムなどの周辺機器を接続することが
できるものもある。
【０００３】
　タブレット端末はタッチパネルを入力手段として用いるものが主流である。ユーザは、
片手でタブレット端末本体を保持し、もう片方の手でタッチ操作を行う。タブレット端末
は、少なくとも表示部として用いられ、タッチパネルを入力手段として用いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３９８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　タッチパネルを入力手段として用いるデスクトップコンピュータ、携帯電話端末、携帯
情報端末等の電子機器は、机などに置かれて使用する場合、タッチ操作によりかかる力に
対して定置している位置からずれないような安定性を実現することが課題となっている。
【０００６】
　また、電子機器の筐体内にＰＣの機能を実現するハードウェアを搭載した場合、筐体内
を冷却する必要がでてくる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　開示の技術の一観点によれば、タッチ操作を検出するタッチパネルを搭載した表示部に
表示させる情報を処理する情報処理部と、前記情報処理部を格納する本体部と、一端が前
記本体部に接続され、他端が前記本体部の前記表示部が設けられる側と反対方向に延びる
ように設けられ、当該電子機器が載置される載置面に接触して載置される底部と、開口部
を有し、一端が前記本体部に接続され、他端が前記底部の他端と接続される支持部と、前
記本体部の前記表示部が設けられる側と反対の面の前記支持部が接続される側に設けられ
、前記本体部内部の空気が排出される排気口と、前記反対の面の前記底部が接続される側
に設けられ、外部の空気が吸気される吸気口とを備えることを特徴とする電子機器が提供
される。
【発明の効果】
【０００８】
　開示の技術の一観点によれば、タッチ操作が行われる表示部を安定的に載置し、かつ筐
体内部を効率的に冷却することができる電子機器および情報処理装置を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係るタブレット端末１００のハードウェア構成の概略図である
。
【図２】第１の実施形態に係るタブレット端末１００およびクレードル２００の機能ブロ
ックの概略図である。
【図３】第１の実施形態に係るタブレット端末１００の正面図である。
【図４】第１の実施形態に係るタブレット端末１００の斜視図である。
【図５】第１の実施形態に係るタブレット端末１００の第１の側面図である。
【図６】第１の実施形態に係るタブレット端末１００の第２の側面図である。
【図７】第１の実施形態に係るクレードル２００の斜視図である。
【図８】第１の実施形態に係るタブレット端末１００をクレードル２００に横置きする前
の斜視図である。
【図９】第１の実施形態に係るタブレット端末１００をクレードル２００に横方向に載置
した組み合わせ図である。
【図１０】第１の実施形態に係るタブレット端末１００をクレードル２００に縦置きする
前の斜視図である。
【図１１】第１の実施形態に係るタブレット端末１００をクレードル２００に縦方向に載
置した組み合わせ図である。
【図１２】第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９に格納される光学ディス
クドライブ部２３を示す図である。
【図１３】第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９に格納される記憶装置部
２４を示す図である。
【図１４】第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９に格納される回路基板３
３を示す図である。
【図１５】第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９に格納されるアンテナ部
２５を示す図である。
【図１６】第１の実施形態に係るクレードル２００の後方斜視図である。
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【図１７】第１の実施形態に係るクレードル２００の側面図である。
【図１８】第１の実施形態に係るクレードル２００の上面図である。
【図１９】第１の実施形態に係るクレードル２００の内部を示す図である。
【図２０】第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９の組み立て斜視図である
。
【図２１】第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９の組み立て側面図である
。
【図２２】第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９のカバー３６を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　ここで、本願の発明者により発見された新たな課題とその解決手段について説明する。
【００１１】
　（第１の課題）ユーザが利用するコンピュータ、携帯電話端末、携帯情報端末、タブレ
ット端末等の電子機器において、タッチ操作を検出するタッチパネルが搭載された表示部
と、表示部に表示させる情報を処理する情報処理部を格納する本体部とが一体に設けられ
て机等に載置される電子機器がある。また、表示部であるタブレット端末と情報処理部を
格納する本体部であるクレードルとが別に設けられ、本体部が机等に載置され、本体部に
設けられた載置部にタブレット端末が載置されて用いられる電子機器がある。
 
【００１２】
　タッチパネルが搭載された表示部の大きさが、情報処理部の本体部に対して大きい場合
、つまり、表示部の少なくとも一部が本体部から突出するように設けられる場合、表示部
の上部の一端側へのタッチ操作により表示部にかかる力が、載置された本体部を転倒させ
る力となる。特に、本体部が表示部と別体に設けられた場合、タッチパネルが搭載された
表示部の大きさが情報処理部を格納した本体部より大きいと、本体部に載置された表示部
の上部が本体部から突出する形となり、表示部の上部の端側へのタッチ操作により表示部
にかかる力が、本体部の上部の一端に付勢される。表示部にかかる力がてこの原理により
本体部の上部の一端に大きな力となり付勢される。このため、載置されている表示部が載
置部から離れたり、表示部と本体部とがともに転倒したりすることがある。
【００１３】
　このように、タッチパネルが搭載された表示部と情報処理部を格納する本体部とを備え
る情報処理装置へのタッチ操作に対する安定性が解決すべき課題であることを本発明者が
発見し、後述する実施形態による電子機器、情報処理装置の実施例を図面に基づいて詳細
に説明する。
【００１４】
　近年、タブレット端末において、タブレット端末の高性能化、筐体の薄型化、軽量化、
および省電力化が求められている。その実現手段として、タブレット端末の表示部に対し
、無線通信により表示データを送信して表示させる電子機器をクレードルとして用いるこ
とが考えられる。この場合、電気的なノイズによる影響を表示部に及ぼさないように、表
示部が載置される載置部は表示部との間に電気的なシールドを施すことが考えられる。載
置部がシールドされると、無線通信による表示データを受信するアンテナを載置部と接触
する領域より外側に配置しなければ、受信しにくくなる。そのため、表示部は少なくとも
アンテナが配置される位置がクレードルの載置部よりも外側に設けられる。このため、タ
ブレット端末の表示部は、情報処理部を格納する本体部の載置部よりも大きくなり、上記
の安定性の課題が顕在化することが考えられる。
【００１５】
　（第１の解決手段）第１の課題の解決手段として、電子機器は、タッチ操作を検出する
タッチパネルを搭載した表示部に表示させる情報を処理する情報処理部と、前記情報処理
部を格納し、前記表示部の少なくとも一部が突出するように前記表示部が設けられる本体
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部と、前記本体部に接続され、当該電子機器が載置される載置面に接触して載置される底
部と、一端が前記本体部に接続され、他端が前記本体部の前記表示部が設けられる側と反
対方向に前記本体部から離間して設けられ、前記底部が前記載置面と接触している場合に
、前記他端が、前記載置面に接触し得る長さを有する支持部とを備えることが考えられる
。これにより、電子機器は、本体部から突出した表示部の一部へのタッチ操作によってか
かる力を支持部によって支持することができる。
【００１６】
　（第２の課題）ここで、クレードルなどの本体部にＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ）の機能を実現するハードウェアが搭載されている場合、本体部内の熱の排気お
よび外部からの吸気を行う必要がでてくる。
【００１７】
　特に、タブレット端末等の表示部に対し、無線通信により表示データを送信して表示さ
せる情報処理部をクレードルに格納して用いる場合、クレードルの本体部内にＰＣの機能
を実現するハードウェアを搭載することになる。たとえば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、ＯＤＤ
（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等である。クレードルの情報処理部において
処理された表示データを無線通信により、タブレット端末等の表示部へ送信して表示させ
る。このような形態をとると、タブレット端末の薄型化、軽量化、省電力、ハイパフォー
マンスを実現できる。
【００１８】
　しかしながら、クレードル内にＰＣ機能を実現するハードウェアを搭載すると、筐体内
の熱の排気および外部からの吸気の問題、つまり空冷を行う必要がある。空冷の必要があ
る電子機器あるいは情報処理装置において、ファン等を内蔵し、情報処理装置の外へ熱を
持った空気を排気する技術が従来ある。
【００１９】
　排気口を設ける位置としては、騒音と排出される熱を使用者から遠ざけるため、クレー
ドルの本体部の、クレードルに載置されるタブレット端末の表示部を正面としたときの後
方位置に、排気口を設置する。また、熱を持った空気は上昇する性質があるため、情報処
理装置内の上方に排気口を設けると、情報処理装置内部の熱を外部に排出する効率が良い
。しかし、上方に排気口を設けると、埃がつまりやすくなる。また、使用者に近いため、
騒音が大となることがある。
【００２０】
　従来から空冷の必要がある電子機器あるいは情報処理装置は、装置外気を吸気する必要
があるが、熱を持った空気は上昇する性質から、装置下側から吸気すると、下側から吸気
した空気が温められて熱を持ち、その熱を持った空気が上昇することによる空気の排気に
より効率的に冷却することができる。
 
【００２１】
　前述の第１の課題を解決するために、支持部を設けた場合、支持部は排気口にほこりが
つまるのを防ぐ排気口カバーとしても効果を奏する。ここで、支持部と、クレードルの底
部とを一体形成して、簡易に設置しようとする。この場合、排気の温かい空気が吸気に回
ってしまう課題を発見した。
【００２２】
　（第２の解決手段）支持部の幅を狭くして排気を逃がすことが考えられるが、表示部の
左右の端部へのタッチ操作に対する支持が不安定になってしまうため、ある程度の幅を残
さざるを得ない。第２の課題の解決手段として、支持部は、排気口から支持部に沿って排
出される温められた空気が抜ける開口部を有することにより、タッチ操作への安定を実現
しつつ、排出された温められた空気が再度本体部内に吸気されることを防ぐことができる
。さらに、支持部が、一端が本体部に接続され、他端が本体部の表示部が設けられる側と
反対方向に本体部から離間して設けられ、他端へ向かうほど支持部の幅が狭くなっている
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ことで、排出された温められた空気が再度本体部内に吸気されることを防ぐことができる
。
【００２３】
　（第３の課題）クレードルの本体部の後方上部に設けられる排気口と後方下部に設けら
れる吸気口と支持部と底板とにより、排気と吸気による空気の流路が形成される。このた
め、クレードルの本体部内においても流路を阻害しないように回路基板、部品等を配置す
る必要がある。
 
【００２４】
　（第３の解決手段）第３の課題の解決手段として、支持部に沿って、排気が排気口へ向
かうようにファンを設ける。さらに、クレードルの本体部の背面に沿って回路基板や部品
等を設けることで本体部内の空気が流れやすくする。
【００２５】
　（第４の課題）回路基板などにファンを設ける際に、ファンから排気される空気が接触
するようにヒートシンクを配置する必要がある。
【００２６】
　（第４の解決手段）第４の課題の解決手段として、上記第３の課題の解決手段として、
斜めにファンを設ける場合、ヒートシンクをファンから排気される空気に接触するように
配置する。
【００２７】
　以上が、本発明者が発見した課題とその解決手段である。以下に、一つの実施形態によ
る電子機器、情報処理装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例
は、開示の技術を限定するものではない。
【００２８】
　図１は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００のハードウェア構成の概略図であ
る。図１に示すように、タブレット端末１００は、ハードウェアの構成要素として、例え
ばアンテナ１を備えるＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）回路である無線通信部２
と、ＣＰＵ３と、ディスプレイなどの表示部４と、タッチ入力を検出するタッチパネル５
と、バッテリ６を制御する電源制御部７と、タブレット端末１００に接続されるＰＣ機能
を備えたクレードル２００との接点となる横置き用の接点部８と、縦置き用の接点部９と
を備える。これらのハードウェアモジュールは、たとえば、バスにより相互接続される。
【００２９】
　図２は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００およびクレードル２００の機能ブ
ロックの概略図である。図２に示すように、タブレット端末１００は、制御部１０からの
指示をもとに、表示部１１とＨＤＭＩ（登録商標）－ＣＮ１２との間で表示を切り替える
表示切替部１３と、タッチパネル５へのタッチ操作を検出するタッチパネル部１４と、ア
ンテナ１を有するアンテナ部１５に接続され、受信した信号を処理する無線制御部１６と
、電源を制御する電源制御部１７に制御部１０からの信号を分配する信号分配部１８と、
電源制御部１７に接続されたバッテリを格納するバッテリ部１９と、クレードル２００に
接続された際にバッテリ部１９への給電を行えるようにする接点部（横）８および接点部
（縦）９とを有する接続部２０とを備える。
【００３０】
　クレードル２００は、制御部２１に制御される冷却ユニット２２と、光学ディスクドラ
イブ部２３と、ＨＤＤなどの記憶装置部２４と、アンテナ部２５に接続される無線制御部
２６と、接続部２７を介してタブレット端末１００と接続され、電源を制御する電源制御
部４８とを備える。
【００３１】
　タブレット端末１００とクレードル２００は、クレードル２００で処理を行った表示デ
ータを、無線通信を用いて、タブレット端末１００に送信し、タブレット端末１００の表
示部４へ表示させることができる。
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【００３２】
　図３は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００の正面図である。図３に示すよう
に、タブレット端末１００は一方の面に、タッチパネルを搭載した表示部４を有する。
【００３３】
　図４は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００の斜視図である。図４に示すよう
に、タブレット端末１００は、横置き用の接点部（横）８および縦置き用の接点部（縦）
９を有する。
【００３４】
　図５は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００の第１の側面図である。図５に示
すように、タブレット端末１００は、矩形形状であり、その側面の中心部分に接点部（縦
）９を有する。タブレット端末１００は、クレードル２００に対して縦置きされた場合、
接点部（縦）９がクレードル２００の接続部２７に接続されて、バッテリ６への充電を行
うことができる。
 
【００３５】
　図６は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００の第２の側面図である。図６に示
すように、タブレット端末１００は、その側面の中心部分に接点部（横）８を有する。タ
ブレット端末１００は、クレードル２００に対して横置きされた場合、接点部（横）８が
クレードル２００の接続部２７に接続されて、バッテリ６への充電を行うことができる。
 
【００３６】
　図７は、第１の実施形態に係るクレードル２００の斜視図である。図７に示すように、
クレードル２００は、タブレット端末１００が接続部２７に接続されて載置される載置部
２８と、本体部２９と、本体部２９に接続され、クレードル２００を机などに設置（載置
）するための底部３０と、載置部２８の上部に接続され、載置部２８にかかる力を机など
の設置面（載置面）に伝えてクレードル２００を支持する支持部３１と、本体部２９から
の排気を逃がす通気口３２とを備える。本体部２９は、回路基板３３、冷却ユニット２２
、光学ディスクドライブ部２３、記憶装置部２４および、アンテナ部２５とこれらが格納
されるカバー３６とを含む。
 
【００３７】
　支持部３１は、載置部２８の一端に、載置部２８の幅とタブレット端末１００の表示部
の幅に基づき定められた幅で接続され、底部３０が定置される机など設置面に接触するよ
うに延びる。
【００３８】
　図８は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００をクレードル２００に横置きする
前の斜視図である。支持部３１が載置部２８に接続する幅Ｗは例えば、タブレット端末１
００をクレードル２００に横置きした場合に、表示部４の左の端、または右の端をタッチ
操作される際にかかる力をもとにどの程度の幅が必要となるかに基づき決定される。
【００３９】
　図９は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００をクレードル２００に横方向に載
置した組み合わせ図である。図９に示すように、タブレット端末１００は、クレードル２
００に横方向に載置される形態においてユーザに使用されることがある。
【００４０】
　図１０は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００をクレードル２００に縦置きす
る前の斜視図である。
【００４１】
　図１１は、第１の実施形態に係るタブレット端末１００をクレードル２００に縦方向に
載置した組み合わせ図である。図１１に示すように、タブレット端末１００は、クレード
ル２００に縦方向に載置される形態においてユーザに使用されることがある。
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【００４２】
　図１２は、第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９に格納される光学ディ
スクドライブ部２３を示す図である。光学ディスクドライブ部２３は、固定部３９がカバ
ー３６に設けられた固定部４３および固定部４４にネジなどを用いて固定される。
【００４３】
　図１３は、第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９に格納される記憶装置
部２４を示す図である。ＨＤＤなどの記憶装置部２４は、固定部４０がカバー３６に設け
られた固定部４４および固定部４５にネジなどを用いて固定される。
【００４４】
　図１４は、第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９に格納される回路基板
３３を示す図である。回路基板３３は、固定部４１がカバー３６に設けられた固定部４５
および固定部４６にネジなどを用いて固定される。
【００４５】
　図１５は、第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９に格納されるアンテナ
部２５を示す図である。アンテナ部２５は、固定部４２がカバー３６に設けられた固定部
４７にネジなどを用いて固定される。
【００４６】
　図１６は、第１の実施形態に係るクレードル２００の後方斜視図である。図１６に示す
ように、クレードル２００は、本体部２９に本体部２９内で温められた空気を排気する排
気口３４と、本体部２９内に外部の空気を取り込むことにより、本体部２９内の部品を冷
却する吸気口３５が設けられている。
 
【００４７】
　排気口から発生する騒音と熱を使用者から遠ざける為、載置部２８を正面とした時の後
方位置に排気口３４を設置する。熱を持った空気は上昇する性質がある為、本体部２９内
の上方に排気口３４を設けることにより、本体部２９内の熱を外部に排出する効率が良い
。上方に設けられた排気口３４の上方に支持部３１が設けられているため、排気口３４に
埃がつまることを抑制できる。
 
【００４８】
　空冷の必要がある電子機器は、外気を吸気する必要があるが、熱せられた空気は上昇す
る性質を持つことから、本体部２９下側に吸気口３５を設けると、本体部２９内での空気
が流れやすくなる。
【００４９】
　しかしながら、排気部もしくは排気の流れる先に吸気口３５があると、排気口３４から
排出された熱せられた空気が本体部２９内に循環し、排気効率が落ちてしまうため、通気
口３２が設けられている。吸気口は本体部２９下側にあることが上記により望ましいが、
底面（床面）向きに設置すると、設置環境の埃を吸いやすくなり、本体部内に不具合が発
生する為、底部３０を設けることで、設置環境の埃を吸うことを抑制できる。なお、通気
口３２は、本体部２９に接続される外部接続用ケーブルを束ねる為のケーブルクランプと
して用いてもよい。
【００５０】
　図１７は、第１の実施形態に係るクレードル２００の側面図である。図１７に示すよう
に、クレードル２００は、支持部３１と底部３０とが接続されているが、それぞれが別体
として設けられてもよい。
【００５１】
　図１８は、第１の実施形態に係るクレードル２００の上面図である。図１８に示すよう
に、クレードル２００は、載置部２８に接続される支持部３１の幅に対して、クレードル
後方に向かうにつれて支持部３１の幅が狭くなる形状となっている。このため、排気口３
４から排気された温められた空気は狭くなった箇所から逃げていく。支持部３１が机など
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の設置面に接触する幅や、支持部３１が載置部２８に接続する幅は、例えば、タブレット
端末１００をクレードル２００に横置きした場合に、表示部４の左の端、または右の端を
タッチ操作される際にかかる力をもとにどの程度の幅が必要となるかに基づき決定される
。支持部３１にはある程度の幅が必要とされるため、支持部３１には排気口３４から排気
された温められた空気が吸気口３５から吸気されないように逃がす通気口３２が設けられ
ている。排気は、支持部３１に沿って流れ、吸気は底部３０に沿って流れてくる。そこで
、支持部３１と底部３０とが接続された箇所に通気口３２を設けることにより、排気され
た温められた空気を逃がす。
 
【００５２】
　図１９は、第１の実施形態に係るクレードル２００の内部を示す図である。図１９に示
すように、クレードル２００は、載置部２８を底面として、光学ディスクドライブ部２３
、記憶装置部２４、回路基板３３およびアンテナ部２５が積層される。ファン３７は、排
気口３４および吸気口３５の配置に対して空気の流れを形成するように、支持部３１に沿
って排気が行われるよう回路基板３３に対して斜めに設けられる。ファン３７は、図面下
方向から吸気し、支持部３１に沿う方向に排気する。ヒートシンク３８は、ファン３７か
ら排気される空気の方向に対し直角となる位置に配置される。
【００５３】
　排気口３４および吸気口３５が本体部２９の背面に設けられる。アンテナ部２５、回路
基板３３、記憶装置部２４および光学ディスクドライブ部２３は、本体部の背面に沿って
、本体部の背面側から順に積層される。　図２０は、第１の実施形態に係るクレードル２
００の本体部２９の組み立て斜視図である。図２０に示すように、クレードル２００は、
載置部２８を底面として、光学ディスクドライブ部２３、記憶装置部２４、回路基板３３
およびアンテナ部２５が積層される。
【００５４】
　図２１は、第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９の組み立て側面図であ
る。図２１に示すように、クレードル２００は、カバー３６に、アンテナ部２５を組み付
け、次に、アンテナ部２５、回路基板３３、記憶装置部２４、光学ディスクドライブ部２
３、載置部２８の順で組み付けられる。カバー３６は排気口３４および吸気口３５が設け
られる底面から開口部まで広がるようにテーパを有する形状である。アンテナ部２５、回
路基板３３、記憶装置部２４、光学ディスクドライブ部２３、のそれぞれに設けられた固
定部３９～固定部４２はカバー３６に設けられた固定部４３～固定部４７にねじ止めされ
る。カバー３６の側面の傾斜に沿って、固定部４７、固定部４６、固定部４５、固定部４
４、および固定部４３がカバー３６の中心に対して順に外側にくるように設けられる。
 
【００５５】
　図２２は、第１の実施形態に係るクレードル２００の本体部２９のカバー３６を示す図
である。固定部４３は本体部２９に四層目に実装される光学ディスクドライブ部２３の固
定部３９がねじ止めされる。固定部４４は三層目に実装されるＨＤＤを用いた記憶装置部
２４の固定部４０および四層目である光学ディスクドライブ部２３の固定部３９が重ねて
ねじ止めされる。固定部４５は二層目に実装される回路基板３３の固定部４１および三層
目であるＨＤＤを用いた記憶装置部２４の固定部４０が重ねてねじ止めされる。固定部４
６は二層目の回路基板３３の固定部４１がねじ止めされる。固定部４７は一層目であるア
ンテナ部２５の固定部４２がねじ止めされる。これにより、それぞれの実装部品が固定さ
れる。さらに、固定部４４および固定部４５のように実装部品を重ねて同一箇所でねじ止
めすることにより、実装部品を本体部内に格納する際の工程を削減することができる。
【００５６】
　なお、本件は第１の実施形態の構成に限定されるものではない。例えば、タッチ操作を
検出するタッチパネルを搭載した表示部と、表示部に表示させる情報を処理する情報処理
部とを有する、デスクトップＰＣ等の情報処理装置においても、本件を適用することがで
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きる。この情報処理装置は、情報処理部を格納する本体部と、一端が本体部に接続され、
他端が本体部の表示部が設けられる側と反対方向に延びるように設けられ、当該電子機器
が載置される載置面に接触して載置される底部と、開口部を有し、一端が本体部に接続さ
れ、他端が底部の他端と接続される支持部とを備える。また、この情報処理装置は、本体
部の表示部が設けられる側と反対の面の支持部が接続される側に設けられ、本体部内部の
空気が排出される排気口と、前記反対の面の底部が接続される側に設けられ、外部の空気
が吸気される吸気口とを備える。この情報処理装置では例えば、表示部が本体部と一体に
設けられる。
 
【符号の説明】
【００５７】
１：アンテナ
２：無線通信部
３：ＣＰＵ
４：表示部
５：タッチパネル
６：バッテリ
７：電源制御部
８：接点部（横）
９：接点部（縦）
１０：制御部
１１：表示部
１２：ＨＤＭＩ－ＣＮ
１３：表示切替部
１４：タッチパネル部
１５：アンテナ部
１６：無線制御部
１７：電源制御部
１８：信号分配部
１９：バッテリ部
２０：接続部
２１：制御部
２２：冷却ユニット
２３：光学ディスクドライブ部
２４：記憶装置部
２５：アンテナ部
２６：無線制御部
２７：接続部
２８：載置部
２９：本体部
３０：底部
３１：支持部
３２：通気口
３３：回路基板
３４：排気口
３５：吸気口
３６：カバー
３７：ファン
３８：ヒートシンク
３９～４７：固定部
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４８：電源制御部 
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              特開２００３－３０９６３７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　１／１６　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　１／２０　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　５／０２　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　７／２０　　　　
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